
 
養
ほ
う
振
興
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

佐
賀
県
知
事 

 

古 
 

川 
 
 
 
 

康 
 
 
 

 

佐
賀
県
規
則
第
八
十
三
号 

 
 
 

養
ほ
う
振
興
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

養
ほ
う
振
興
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
年
佐
賀
県
規
則
第
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

 

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 
 

養
蜂
振
興
法
施
行
細
則 

 

第
一
条
中
「
養
ほ
う
振
興
法
」
を
「
養
蜂
振
興
法
」
に
、「
お
よ
び
養
ほ
う
振
興
法
施
行
規

則
」
を
「
及
び
養
蜂
振
興
法
施
行
規
則
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
条
の
見
出
し
を
「
（
蜜
蜂
の
飼
育
の
届
出
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
養
ほ
う
業
者
」
を

「
蜜
蜂
の
飼
育
を
行
う
者
」
に
改
め
、「
第
三
条
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
第
三
項
」
を
加
え
、

「
み
つ
ば
ち
飼
育
届
」
を
「
蜜
蜂
飼
育
（
変
更
）
届
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
条
の
見
出
し
中
「
転
飼
養
ほ
う
」
を
「
転
飼
養
蜂
」
に
改
め
、
同
条
中
「
養
ほ
う
業

者
」
を
「
養
蜂
業
者
」
に
、
「
み
つ
ば
ち
転
飼
許
可
申
請
書
」
を
「
蜜
蜂
転
飼
許
可
申
請
書
」

に
、
「
お
よ
び
」
を
「
及
び
」
に
改
め
る
。 

 

第
四
条
の
見
出
し
中
「
は
ち
み
つ
」
を
「
蜂
蜜
」
に
改
め
、
同
条
中
「
ま
た
は
」
を
「
又

は
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
身
分
証
明
書
） 

第
五
条 

法
第
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書
は
、
別
記
様
式
第
四

号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

 

様
式
第
一
号
中
「用

紙
は
日
本
標
準
規
格
Ｂ
４
版

」
を
「第

２
条
関
係

」
に
、「み

つ
ば
ち

飼
育
届

」
を
「蜜

蜂
飼
育
（
変
更
）
届

」
に
、 

 「
 住
所
 

氏
名
ま
た
は
名
称
お
よ
び
代
表
者
氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ 印
」

を

1



  条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
下
記
の
と
お
り
み
つ
ば
ち
飼
育
届
を
し
ま
す
。

」
を「

養
蜂
振
興
法

第
３
条
第
１
項
（
第
３
項
）
の
規
定
に
よ
り
、
下
記
の
と
お
り
蜜
蜂
飼
育
（
変
更
）
届
を
提

出
し
ま
す
。

」
に
、
「み

つ
ば
ち
飼
育
状
況

」
を
「蜜

蜂
飼
育
状
況

」
に
、 

 

飼
 
 
 
 
 
育
 
 
 
 
 
場
 
 
 
 
 
所
 

飼
育
ほ
う
群
数
 

 

飼
 
 
 
 
 
育
 
 
 
 
 
場
 
 
 
 
 
所
 

飼
育
蜂
群
数
 

 

「み
つ
ば
ち
飼
育
計
画

」
を
「蜜

蜂
飼
育
計
画

」
に
、 

 

飼
 
育
 
場
 
所
 

飼
育
ほ
う
群
数
 

飼
 
育
 
期
 
間
 

 

飼
 
育
 
場
 
所
 

飼
育
予
定
最
大
計
画

蜂
群
数
 

飼
 
育
 
期
 
間
 

      

改
め
る
。 

 

様
式
第
二
号
中
「様

式
第
二
号

」
を
「様

式
第
二
号
（
第
３
条
関
係
）

」
に
、
「み

つ
ば
ち

転
飼
許
可
申
請
書

」
を
「蜜

蜂
転
飼
許
可
申
請
書

」
に
、「養

ほ
う
振
興
法

」
を
「養

蜂
振
興

注
意
 
(
1
)
 
飼
育
計
画
は
１
月
１
日
か
ら
1
2
月
3
1
日
ま
で
に
つ
い
て
記
入
す
る
こ
と
。
 

 
 
 
(
2
)
 
飼
育
場
所
は
字
、
番
地
ま
で
記
入
す
る
こ
と
。
 

「
 

」

」

「
 

を

備
考
 
(
1
)
 
氏
名
を
自
署
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
 
 
(
2
)
 
飼
育
計
画
は
１
月
１
日
か
ら
1
2
月
3
1
日
ま
で
に
つ
い
て
記
入
す
る
こ
と
。
 

 
 
 
(
3
)
 
電
話
番
号
は
、
常
時
連
絡
が
取
れ
る
携
帯
電
話
が
望
ま
し
い
。
 

 
 
 
(
4
)
 
飼
育
場
所
は
字
及
び
地
番
ま
で
記
入
す
る
こ
と
。
 

 
 
 
(
5
)
 
本
届
出
に
記
載
さ
れ
た
内
容
に
つ
い
て
は
、
蜂
群
の
配
置
調
整
又
は
防
疫
そ
の
他
の
養

蜂
の
振
興
に
必
要
な
範
囲
に
お
い
て
の
み
利
用
す
る
。
 

に

「
 

」

現
住
所
 

氏
名
又
は
名
称
及
び
代
表
者
氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
印

通
信
連
絡
先
（
電
話
番
号
）
 

に
、「養

ほ
う
振
興
法
第
３

「
 

「
 

「
 

「
 

」」」

をを に
、

に
、

」

2



 
」
に
、
「 

 
 
 

」
を
「 

 
 

」
に
、
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
同
様
式
の

備
考
(3)
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
中
(3)
を
(4)
と
し
、
(2)
の
次

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 
 
 
 

  

様
式
第
二
号
中
「 

 
 
 
 
 
 
 

」
を
「 

 
 
 
 
 
 

」
に
、「 

 
 
 

」
を

「 
 
 

」
に
、
「 

 
 
 
 
 
 

」
を
「 

 
 
 
 

」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

    

       

 

様
式
第
三
号
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。 

 

蜂蜜の添加物の表示 

精製年月日  

添加物の有無  

添加物の種類  

添加物の割合 ％

精製所所在地

名称及び氏名
 

 

４センチメートル

様式第３号（第４条関係） 

４センチメートル

法
 

ほ
う
群
数
 

蜂
群
数
 

み
つ
源

蜜
源
 

あ
て
先
 

宛
先
 

ほ
う
場
貸
与
承
諾
書
 

土
地
貸
与
承
諾
書
 

、
ほ
う
場
 

、
蜂
場
 

み
つ
ば
ち
転
飼
の
 

蜜
蜂
転
飼
の
 

(
3
)
 
本
申
請
に
記
載
さ
れ
た
内
容
に
つ
い
て
は
、
蜂
群
の
配
置
調
整
又
は
防
疫
そ
の
他
の
養
蜂
の

振
興
に
必
要
な
範
囲
に
お
い
て
の
み
利
用
す
る
。
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様式第４号（第５条関係） 

            （表） 

               第     号

身分証明書 

 

写 
 

真 

 所属 

 職名 

 氏名 

（生年月日）  年 月 日生

  上記の者は、養蜂振興法（昭和 30 年法律第

180 号）第９条第１項の規定により、立入検査

を行う者であることを証明する。 

         年  月  日 

       佐賀県知事         印

 

            （裏） 

養蜂振興法（抜すい） 
 （報告及び立入検査） 
第９条 都道府県知事は、この法律の施行に必要
な限度において、養蜂業者に対し、蜜蜂の飼育
の状況に関し報告を求め、又はその職員に、そ
の者の事務所、事業所その他必要な場所に立ち
入り、蜜蜂の飼育の状況若しくは巣箱、書類そ
の他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問
させることができる。 
２ 前項の規定により立入検査をする職員は、そ
の身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示し
なければならない。 
３ 第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪
捜査のために認められたものと解釈してはな
らない。 
 （罰則） 
第13条 第９条第１項の規定による報告をせず、
若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定によ
る検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しく
は同項の規定による質問に対して答弁をせず、
若しくは虚偽の答弁をした者は、10万円以下の
罰金に処する。 

       

８センチメートル 

８センチメートル 

10センチメートル 

10センチメートル 
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附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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